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〈論 説〉

アメ リカ水法におけるニ ューサ ンス と

沿岸権侵害の関係性
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1は じめに

アメ リカ合衆国は、本格かっ総合的な水質保全 に関する法として、1972年 に
U

連邦清浄水法(CieanWaterAct,CWA)を 制定した。本法は、種々の汚染源

への対処方法、執行 システム、連邦 と州 との関係等、従来の連邦法 とは相違 し

たアプローチを採っている。そ して、同法の実施を担う各州では、水質管理法

が制定され、それを清浄水法の執行の仕組みの一部 として機能させるとともに、
z)

当該州独 自の水質規制システムを定めている。

一方、 コモン ・ローは、包括的な規制が適用されない局部的問題に対処 し、
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制定法を補完する役割を担っている。補完的役割 といって も、コモ ン ・ロー上

の権利および法的救済は、今 日において重要な機能を果た している。それは、
3)

っぎの理由による。

第1に 、汚染物質の排出基準は画一的なものにならざるをえないが、この画

一的基準からもれた水質汚濁に対する法的救済手段を提供 している。第2に 、

水質汚濁は汚染物質の除去まで継続するが、コモン ・ローはその除去までの水

質汚濁の問題 を扱 う仕組みを供 している。第3に 、パブリック ・ニューサンス

に関するコモン ・ローは、廃水排出に関する州規則が施行される原理および一

般的な公益基準を供与 している。第4に 、水質汚濁の新 しい類型については、

制定法による法的手続 きでは迅速かつ十分な対応を予測で きないため、裁判所

がそれに対処 してきた という歴史をもつ。つまり、コモン ・ローは、権利およ
4)

び法的救済について再定義 し、それ らを拡大する柔軟性をもっているのである。

水質汚濁に関する制定法 とコモン ・ローとの関係性について、コモン ・ロー

上の権利および法的救済は、かかる制定法によって影響を受けない。清浄水法

および飲料水安全法(SafeDrinkingWaterAct)や 、ほとんどの州制定法は、
うラ

コモ ン ・ロー 上 の権 利 を保 護 す る こ とを 明 定 して い る。 つ ま り、 コ モ ン ・ロ ー

.ヒの 権 利 は、 制 定 法 の 規 制 と は独 立 して 存 在 す るの で あ る 。判 例 に お い て も、

水 質 汚 濁 に関 す る制 定 法 は コモ ン ・ロー 上 の 権 利 に つ い て 管 理 当局 に 判 断 させ
c)

る権 限を付与 してはいないと判示されている。

水質汚濁に対する法的救済に関して一定の役割を担 うコモ ン ・ローにおいて、

裁判所が救済の理論について法概念を混合 して言及する場合がある。すなわち、

水利用に関する沿岸地所有者の権利である沿岸権 に包摂 される自然水流または

合理的利用の概念 と、プライベー ト・ニューサンスの法理がひとつの文脈のな

かで語 られる判決が散見 されるのである。つ まり、判例において沿岸権の侵害

とニューサンスの法理が交錯する場面 を指摘することができるのである。峻別

され るべきこれらの法概念の混合は、水質汚濁に対す る救済の法的安定性を損

ね、法理論の精確性を減損させることにもなろう。

そこで、本稿は、プライベー ト・ニューサンスおよび沿岸権の内容ならびに

それらの関係性 について論及 したうえで、水質汚濁に対する救済の法理論に関

する交錯の要因およびその適用のあ り方について究明することを目的 とする。



アメ リカ水法におけるニューサ ンス と沿岸権侵害の関係性 137

2プ ラ イ ベ ー ト ・ニ ュ ー サ ン ス の 法 理

(1)プ ライ ベ ー ト ・ニ ュ ー サ ン ス の 定 義

ニ ュ ー サ ンス の 本 質 は、 「土 地 の 利 用 ま た は享 受 を不 当 に侵 害 す る状 態 ま た は

の

行 為 」 で あ る とさ れ て い るが 、 トレス パ ス(trespass)と の 区別 を考 慮 して 、

プ ライ ベ ー ト・ニ ュー サ ンス の 定 義 につ いて 、 他 人 の 土 地 の 利 用 と享 受 に対 す る

不 合 理 か つ実 質 的 な非 トレスパ ス 的 侵 害(anunreasonableandsし1bstantiai
8)

Ilontrespassoryinterfierence)と 解 され て い る。 また 、 第2次 不 法 行為 法 リ

ス テイ トメ ン ト(1979年)821条Dに お い て も、 「土 地 の 私 的 利 用 と享 受 に 関 す

る他 人 の利 益 の非 トレス パ ス 的 侵 害(nontrespassoryinvasion)」 と規 定 され

て い る。

ニ ュ ーサ ンス は、 ア メ リカ合 衆 国 の 判 例 に お い て長 年 、 水 質'汚濁 の 問 題 に 対

処 す るた め に も用 い られ て き た。 ア メ リカ の水 質 汚 濁 に 関 す る プ ライ ベ ー ト ・

ニ ュー サ ン ス の 事 案 で鍛 もiiい もの は、 おが くず が 河 床 に 溜 ま っ た メ ー ン州 の
　　

事 件 を扱 っ た1831年 のSimpsonv.Seaveyで あ る。 水 質汚 濁 に 関 す るす べ て

の 判 決 の な か で 、40%を 超 え る ケー ス が プ ライ ベ ー ト ・ニ ュ ーサ ンス の 法 理 を
ゆ

適 用 して い る。

プ ラ イ ベ ー ト ・ニ ュー サ ン ス と され る行 為 は 、 トレス パ ス が 成 立 せ ず 、 「生 活
II)

の 通 常 の使 用(theordinaryusesoflife)」 の た め に土 地 に 対 す る適 合 性 を

減 損 させ る行 為 で あ るか 、 あ る い は 「身 体 的快 適 性(physicalcomfort)も し

くは 健 康 に 対 す る現 実 に 生 じた 破 壊 的 状 況 、 また は財 産 に対 す る有 形 的、 可 視
I2)

的 な侵 害(tangibie,visibleinjury)」 を生 じ させ る行為 で あ る。 そ して、 第2

次 不 法行 為 法 リス テイ トメ ン ト821条Fが 定 め るように、「重大 な侵 害(significant

mjury)」 に関 す る何 らか の 定型 が 要 求 され る。 そ れ ゆ え 、 侵 害 を伴 わ な い水 質

ial

に関する減損は、訴訟を基礎づけるに足 りないと判断 されてきたのである。

水質汚濁に適用 されるプライベー ト・ニューサンスの最 も包括的な定義は、
ia)

Trevettv.PrisonAss'nに よ って 、 つ ぎの よ うに判 示 さ れ た 。

「生 活 の 通 常 の 目的 の た め に 〔水 の 〕 価 値 を実 質 的 に減 損 させ る よ うな 不 潔

(impurities)、 また 家 事 の 目的 の た め に あ る程 度 まで 不 適 合 に な る よ うな

不 潔 で あ り、 水 か ら発 生 す る不 健 康 も し くは不 快 な 蒸 気 や 悪 臭 に よ っ て 付
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近の財産に対する快適または有益な享受を減損させ るようなもの、それら

は水 に関 して現実的な知覚 しうる結果を発生させてはいないが、嫌悪感 を

受けることが予測され る特徴を有し、そのなかにある動物の死骸の沈積物、

河川沿いの トイレの建設、または生活の通常の目的のために水 を利用する

者において嫌悪感を生 じさせ ることが予測 されるその他の何 らかの使用で
　らラ

あ る。」

第2次 不 法 行 為 法 リス テ イ トメ ン トの起 草 者 で もあ っ たWilliamProsserは 、

プ ライ ベ ー ト ・ニ ュ ー サ ンス に つ い て 、 つ ぎ の よ うに定 義 して い る。

「〔プ ライ ベ ー ト ・ニ ュー サ ンス は、〕 土地 の 利 用 と享 受 に関 す る利 益 に対 す

る 不 合 理 な 侵 害 で あ る 。(中 略)そ れ は 、 排 他 的 所 有(exclusive

possession)に 関 す る利 益 に対 す る侵 害 とい う よ り、利 用 また は 享 受(use

orenjoyment)に 対 す る侵 害 で あ る点 にお いて 、 トレス パ ス とは相 違 す る
is)

ので あ る。」

プ ライ ベ ー ト ・ニ ュー サ ンス は、 地 表 水 と地 下 水 の 水 質 汚 濁 を 区別 す る こ と
n>

なく、適用される。「土地の利用 と享受に対する不合理な侵害」とい うプライベー　ラ
ト ・ニ ュ ーサ ン ス の標 準 的 定 義 は、 浸 透 地 下 水(percolatinggroundwater)、

19)

地 下 水 流(undergroundstreams)お よび拡 散 した地 表 水(diffusedsurface
2a)

water)の 水質汚濁に関する多 くの事案において適用されてきた。水質汚濁によっ

て生 じるプライベー ト・ニューサンスの典型例 は、家事用、家畜用 および上水

道の水の汚濁に関す るケースであ り、住居 または職場 に悪臭をもた らした り、

土壌の肥沃性を減損 させた りする事案である。

(2)侵 害行為の合理性判断

プライベー ト・ニューサンスは、被侵害利益に着 目し、汚濁や損害の発生ま

たは法益侵害に対する予見可能性ではな く、被告の行為による権利侵害の結果
'LI)

を重視する。 また、過失(negligence)の 有無にかかわりな く成立 しうるので、

侵害行為の違法性を問題にするのではな く、その行為の結果の合理性 またはそ

の場所の適1生のみを問題 とするのである。

ニューサンスが成立するためには侵害行為が不合理でなければならないが、

この不合理性は被害者が損害の填補な しに受忍することを要求されるべきか否
zz)

か に よ って 判 断 され る。 この 意 味 に お い て、 プ ラ イ ベ ー ト ・ニ ュ ー サ ン ス は 、
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厳格責任を負わせ るものであり、過失 とは関連 しないのである。

侵害行為の合理性は、その行為の社会的価値および個別的有用性に関する要

素 と、侵害行為によって生 じた被害に関す る要素 とを衡量することによって決

定される。第2次 不法行為法 リステイ トメン ト826条(a)は 、被害の重大性が

加害者の行為の有用性に優越する場合には、土地の利用 と享受に関する他人の

利益の意図的侵害は不合理であると定めている。つまり、侵害行為の合理性を

判断する枠組みを、被害の重大性 と行為の有用性を衡量する基準に求めたので
as>

ある。このような衡量の仕方は、社会的価値を最大化するために費用 と便益 を
24)

量的に衡量することを表 している。当該基準に準拠すれば、ある文脈において

合理的 とされる行為が、別の文脈においては不合理であると判断 されうること

になる。

当リステイ トメン トは、 プライベー ト・ニューサンスの成否を判断するに際

して衡量 されるべき、被害の重大性および行為の有用性に関する要素を列挙 し

ている。すなわち、827条 は、侵害行為による被害の重大性を決定する重要な要

素 として、(a)被 害の程度、(b)被 害の性質、(c)侵 害 された利用 と享受の類

型に対 し法が与 える社会的価値、(d)侵 害された特定の利用または享受に関す

る当該地域の性質に対する適性、および(e)被 害回避のための被害者の負担を

挙げ、828条 は、行為の有用性を決定する重要な要素 として、(a)当 該行為の主

たる目的に対 して法が与 える社会的価値、(b)当 該地域の性質に対するその行

為の適性、および(c)侵 害を防止または回避することの実行不可能性 を明示 し

ている。 これらの要素は、土地の利用 と享受 に対する侵害が不合理であるか否

かを決定するために考慮 され、かつ衡量されなければならないのであ幾

ニューサ ンスの除去 または損害賠償について、判例は行為の社会的有用性の

考慮な くしてそれらをなしうるとするが、社会的有用性を重要視する学説 も存

在する。すなわち、その行為が社会的に有用であって、適切な場所において無

過失かつ可能な限 りの科学技術 を尽 くしてなされた場合には、プライベー ト・

ニューサ ンスが除去 される必要はなく、それに代わってその土地の用益権の価
2s>

額に対する填補がなされれば足 りると主張するのである。

社会的価値のために費用 と便益を衡量する相対的便益主義は、汚染行為を除

去することによって生 じる社会的な不便益が当該行為の継続を認めることによっ
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て生起する個人的な不便益 よりも重大である場合には、差止命令(injunction)

は許与 されるべ きではない とい う論理的帰結を導 く。 しか しながら、水質汚濁

によるプライベー ト・ニューサ ンスの判例は、半数以.ヒが相対的便益主義を拒

否 し、差止命令 を認めている。侵害行為が社会的に有用であることを理由に し'L7)

てニューサ ンスの除去を拒絶 したケースは、ごくわずか しか見当た らない。社

会的に有用な汚染行為であったとして も、その行為によって受 ける個人的な被

害を考慮 して、差止命令による救済を認めてい るのである。それゆえ、ニュー

サンス法は、社会的有用性を重視する見解について、それを水質汚濁のIJ,}に
2tl)

適用することにつき消極的な立場を採っていると考 えられるのである。

(3)土 地所有者の訴訟適格性

プライベー ト・ニューサンス訴訟は、侵害行為により被害を受 けた土地の所

有者 によってのみ提起することができる。 この種の訴訟 は、土地 またはそれに
29)

付随的な財産権に対する侵害に関連 しなければならず、財産上の法益侵害を伴
30)

わない人の身体的侵害では適格性を取得することはできない。 したがって、被

害を受けた土地を所有 していない人は、プライベー ト・ニューサンスによって
ai)

訴 え る こ とが で きな い の で あ る。 た とえ ば、 工 場 に被 害 を与 え る水 質 汚 濁 に よ っ

て そ この 労 働 者 に健 康被 害 が生 じた場 合 に は、工 場 所 有 者 が プ ライ ベ ー ト・ニ ュ ー

サ ンス の 訴 訟 を 起 こ す こ とはで きて も、 工 場 労 働 者 は か か る訴 え を 提 起 す る こ

とはで き な いの で あ る。 しか し、工 場 労 働 者 は、ネ グ リジ ェ ンス(negligence)、

厳 格 責 任(strictliability)ま た はパ ブ リ ック ・ニ ュ ー サ ン ス(publicnuisance)
aa)

によって訴 えることは可能である。

汚濁された河川の沿岸地の所有者や汚染された地下水が存する土地の所有者

が、訴訟提起の適格性を有することは疑いないが、適格者 はこれらに限定 され

ているわけではない。被害を受けた土地の所有者なら誰で も訴えることができ

るのである。

沿岸地または地下水が存す る土地以外の土地の所有者において、水質汚濁の

被害を受ける可能性がある者は、水質汚濁か ら生 じる悪臭によって被害を受け
33)

る土地所有者である。プライベー ト・ニューサ ンスの法理は土地所有者間の紛

争を扱 うことを想定 しているか ら、土地所有者以外の者、た とえば公衆の一員

や政府当局は、 この法理のもとでは権利を有 しないし、訴 えることもできない
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34)

の で あ る。

3沿 岸権主義

(1)沿 岸権主義の定義 とその内容

沿岸権(riparianright)と は、水流に接する土地の所有者がその水流の水を

利用できる相互に同等な権利(co-equalright)を いう。沿岸権は、水流の水

を沿岸地所有者に公正に配分するための法概念であるが、それは沿岸地の所有

権 に付随するものである。沿岸地所有者 には、水それ自体を所有するのではな

く、土地に接する水流の水を利用する権利が与えられているのである。 ここに

いう相互に同等な権利 とは、沿岸地所有者は他の沿岸地所有者 と共通の流水を

利用するにつき、他の沿岸地所有者の水利用 を害 しない範囲で水を利用 しなけ

ればな らないことを意味する。

水利権 について水流が接する土地にその成立基盤を求める沿岸権主義は、ア

メ リカ合衆国の東部の30州 によって採用 されているが、その中身は純粋な沿岸
86)

権 主 義 で は な く、 専 用 権 主 義(priorappropriationdoctrine)の 考 え 方 を取

　
り入 れ た 内 容 とな っ て い る もの も少 な くな い 。

37)

沿岸権主義をはじめて定型化 した判決は、1827年 のTylerv .Wilkinsonで あ

る。本判決は、河川の沿岸地所有者は互いにその河川の水 を利用する同等の権

利を有すると解 し、かかる権利を論じるにあたって、つぎのように2つ の原則

について言及する。

「当事者が河川の水路にあって上流の沿岸地所有者であるか
、または下流の

沿岸地所有者であるかは、全 く重要なことではない。水利権 は、河川に関

する全ての沿岸地所有者にとって共通の(common)権 利である。何人も、

自然の流れにしたがって下流の沿岸地所有者に流れるであろう水量を減少

させる権利、あるいは.ヒ流の沿岸地所有者に逆流 させ る権利を有 してはい

ない。 これは、水利権が全ての沿岸地所有者につき、完全に平等な権利で

あることの必然的結果である。水が貫流 している土地の利益(benefit)の

ために、神の恩恵によって存する自然河川は、法の作用によって土地それ

自体に付随するもの(incident)で ある。かかる共通の権利に関 して言及
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するとき、当該原則にしたがい水が流れ るごとく水 を利用するということ

は、沿岸地所有者による水の減量または妨害が全 く存在 し得ないことを意

味するものではない。 というのは、一切の水の減量または妨害を許 さない

ことは、水の有効利用 を完全 に否定 して しまうことになるであろうからで

ある。水の有効利用は、それが共通のものであり合理的利用(reasonable
ゆ

use)で ある限 り存在 しうるし、 また許容されねばならないのである。」

ここでは、全ての沿岸地所有者が河川の流水について同等の利用権 を有 して

いることを述べ、その同等な水利権の必然的結果 として、自然の流れにしたがっ

て流 れ る水 を減量させた り、逆流 させた りして はな らない とい う自然水流
39)

(naturalflow)の 原則を開陳した。 ところが、当該原則を厳格 に解 し、一切の

水の減量または妨害を許 さないとすると、水の有効利用を完全に否定 して しま

うことになる。そこで、沿岸地所有者の水利用が合理的である場合には、それ

によって生 じる水量や水流の変化 を認めたのである。つまり、沿岸地所有者に

よる水の合理的利用を認容する、いわゆる合理的利用の原則に論及 した といえ

よう。当原則については、沿岸地所有者は他の沿岸地所有者の合理的な水利用
40)

を妨害できないことも含意 している。

(2)沿 岸権主義の水質的側面

水質汚濁に関するすべての判決の概ね15%は 、沿岸権主義を用いて法的救済
4q

を図っている。沿岸権主義は、水利用の場合 と同様に、廃水の排出にっいても

適用 される。沿岸権主義 に包摂 される自然水流の原則および合理的利用の原則

は、これ らの概念が矛盾 を抱えているにもかかわらず、水質汚濁の事案にっい

ても適用されてきたのである。なぜならば、両原則 は、当初 より認識 された水

量の観点に加えて、水質の側面をも常に有 してきたか らである。

自然水流の原則は、水量 と同じく水質面においても変化がないように、沿岸

地所有者 は水を利用 しなければならないことを要求する。CityofRichmond
4'L)

v.Testは 、自然水流の原則について、つぎのように水質面も意識 して説明する。

「沿岸地所有者の権利を制限する譲与証書(grant)、 立入権(license)ま

たは取得時効(prescription)が ない場合には、沿岸地所有者は、水量お

よび水質の変化な しに、水が自然に流れるように、その土地に沿ってもし

くはそれを貫いて流れ る自然な水流の水を有するための権利をもつ という



アメ リカ水法におけるニューサ ンス と沿岸権侵害 の関係性143

99)

原則が確立 している。」

沿岸地所有者 といえども、水質を減損させ るような仕方で水流の中に廃水を

排出 しうる権利 を有 しないのである。廃水の排出によって生 じた水質の低下を

不法な分水に相当するとして、水質汚濁を水量侵害に重ねて評価する判例 も見
44)

受けられる。

合理的利用の原則 は・たとえ何 らかの水質の減損が生 じたとして も、沿岸地

所有者に水 を合理的に利用させ ることを認める。
4v)

Fergusonv.FirmenichMfg.Co.は 、 「上 流 地 所 有 者 は 、 ひ とつ の ル ー ル

と して 、 た とえ 汚 染 物 質 を除 去 す る手 段 と して も、 合 理 的 方 法 に よ って 合 理 的

4G)

目的のために河川を利用することができる。」 と判示 して、汚染物質の除去手段、

つま り廃水の排出についても水利用の一形態 と捉 え、合理的利用の範囲内であ

るならばそれを認容するとした。要するに、合理的な廃水排出を認めた と捕捉

できるのである。

判例の多 くは、経済的および工業的発展に適合するという理由で、自然水流

の原則よりも合理的利用の原則を積極的に論 じている。Merrifie且dv.Cityof
47)

Worcesterは 、合理的利用の概念 について、つぎのように判示する。

「〔沿岸権 は、〕絶対的権利ではなく、権限を与えられ、そして、すべての自

然権のように、他人の権利の存在 によって制限される自然の権利である。

それは、河川がその中を通る二1二地の所有権に単に付随す るものである。(中

略)

沿岸地所有者は、水流の力を利用するため、そ して、制限され一時的な

水の専用 をなすために河川の継続的水流を享受する権利を有する。一般的

に、 このような権利は、同一河川に接する土地を所有する他のすべての人

も共通 して保有する。 しか し、この享受は、必然的に上流が先で下流が後

とい う順序 と調和 しなければならない。 これは、すべてのかか る権利は、

他人の所有権の行使によって この享受が修正 され、かつ縮小され ることを

免れないことを導 く。(中 略)

他人の自然権の行使を通 じて沿岸権が縮小 されうるという唯一の制限は、

合理的利用の基準および方法においてなされる。(中 略)

したがって、純粋な 〔沿岸権主義を採用する〕州においては沿岸地所有
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者にもた らされる水を有 し、そして沿岸権所有者が必要 とする多様な目的

のための利用 に適合する(中 略)自 然権は、上流にいる人々の間において

同等な権利をもたらさなければならない。水車用、灌概用、家畜用、沿岸

地所有者が水を合法的に利用 しうる多種多様な目的のために河川を利用す

ることは、多かれ少なかれ水 を汚濁することになる傾向にあろう。河川に

接する土地の耕作および施肥、ならびに河川の水源での農家および他の生

業による活動は、河川への不純物の流出を不可避的に生 じさせ るであろう。

土地が分割された り、そこでの活動および利用が雑多なものになるにした

がって、 これらの要因はより影響を及ぼ し、そしてその影響をより覚知可

能なものにするであろう。 したがって、水は、かつては適合 していた多 く

の利用に対 して不適合 となりうるのである。 しか し、その状況が、共通の

権利にしたがい河川の合理的利用か らのみ生起す る限 りは、下流沿岸地所
4K)

有者は法的に救済 されないのである。」

合理的利用の概念は、沿岸地所有者相互間において水利用が同等になされる

ことを強調する。水質汚濁に関するケースのほとんどは、相対的合理性の基準
49)

が適用されている。廃水の排出が不合理なものであるならば、他の沿岸地所有

者に対する単なる不便や困惑を超えて実質的な権利侵害が生じていると解 し、
50)

河川への廃水排出は否定されてきた。

それでは、 どのような要素があれば、廃水排出が不合理な ものと解され、実

質的な権利侵害があったと判断されるのであろうか。合理性の判断は、廃水の

排出、被害を受けた水利用および水流の物理的要因に関連す る多様な要素 を衡
51)

量 しなければな らない。具体的には、廃水の量 と性質、沿岸地所有者の保護さ

れるべき水利用の場所 と性質、第三者によって もたらされた水質汚濁の範囲、

廃水が流入 した水のFLtと速 さ、社会的必要性、経済的 ・社会的条件等が、考慮
52)59)

されるべ き要素 として挙げられる。Reesev.CityofJohnstownは 、 これ ら

の合理性の判断要素を引用 しつつ、他の要素 も付加 して例示 している。

「この間題の解決は、河川に流出 した不純物の程度 と性質だけに依るのでは

な く、原告の土地の場所、水利用の目的、河川の中の不純物の水への影響、

水質汚濁が他の水源に由来 しうる範囲および原告に負担させ うる範囲に依

拠するのである。水流の量 と速 さ、当該地域での利用、権利侵害の1=S_1_度、
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事業執行上の便益性および下水道のための不可欠な都市 と村の公的必要性、

これらのような四囲の事情が考慮に入れられる。その結果、ある衷情のも

とでは合理的 と判断される水利用が、異なった事情 においては不合理であ
54)

ると判断され ることもあ りうるのである。」

合理性判断に関 して、判例は、主要な要素である廃水排出の総量 と有]+j性が

不合理 と判断されない限 り、沿岸地所有者による廃水排出を許容する傾向にあ
の

る。この考え方は、ほ とん どの沿岸地所有者の水利用は必然的に何らかの水質
5G)

の減損を伴 うという、合理的利用の概念に内在する命題から導出される。被告

の廃水排出の必要性は、他の沿岸地所有者の水利用の必要性 と利益衡量されね

ばならない。この ことは、沿岸地所有者による廃水排出の禁止の主張が許され

ない反面、排出者は他の沿岸地所有者による水利用が適 さな くなるほど流水を

汚濁できないとい うことをも意味する。また、判例は、沿岸権に基づ く廃水の
571

排出はニューサンスが成立するほど水質を汚濁できないと解 して、沿岸権の行

使 とニューサンスの成立 との整合を図っている。

(3)自 然水流の原則と合理的利用の原則との関係性

水質汚濁に関する判例は、自然水流の原則を受容 しつつも、一見 これ と両立

し難い合理的利用の原則を積極的に採用 している。そこで、これ らの原則が、

実際にどのような場面で適用され、いかなる機能を担ってきたかが重要 となる。

自然水流の原則を適用 し、水質を減損 させる権利は存 しない と明確に判示 し
　

た判例の数は少ないが、水質汚濁を相当の水質の減損であると捉えて、その法

的救済を認容する場合には、自然水流の原則を採用 し、水質を減損させない権

限を下流沿岸地所有者に与えていると考えられる。 この場合、自然水流の原則

は、水質汚濁に対する救済を認めるための根拠理論 となる。

他方、水質汚濁を重大ではない水質の減損であると解 し、その法的救済を否

認する場合 に、合理的利用の原則が適用 されることがある。つまり、水質汚濁

について合理的な水利用か ら生 じた ものであると解 し、法的救済 を認めるに値

しないと考えるのである。

多 くの判例は、合理的利用の概念が水質汚濁のケースにも適用 され、水質面

においても水を合理的に利用で きる権利が存在することを明白に判示する。す

なわち、 これらの判決は、合理的な水利用から生じる水質汚濁は受忍されねば
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な らな い と考 え るの で あ る。
59)

先 に 引用 したFerguson判 決 と と もに、Dwinelv.Veazieは 、 水 流 と水 質 の

両 面 か ら合 理 性 お よ び適 合 性 につ い て 、 つ ぎ の よ うに判 示 す る。

「被 告 が水 車 まで 丸 太 を流 し、 そ こか ら筏 と材 木 を市 場 まで 流 し、 そ して 水

車 か ら廃 材 の 屑 を下 流 に流 す た め に水 を利 用 す る こ とが 、 当該 地 域 の 使 用

と必 要 に とっ て 合 理 的 か つ 適 合 的(reasonableandconformableto

theusagesandwants)で あ る限 りに お い て 、 被 告 は水 車 の上 流 で 水 を
fA)

利用する権利を有するのである。」

この判示部分においても、河川の水利用に関す る合理性および適合性の判断

につき、水流 と水質が同一平面で扱われていることは明 らかである。

すでに、合理的利用の原則が、水質汚濁のケースにおいて法的救済を否定す

る一定の役割を果た していることに言及 したが、当該概念を受用 し、その うえ
cq

で合理的利用に反するとして法的救済を認めた判決も多 く出されている。つま

り、不合理な水利用 を根拠に法的救済を認容するのである。これ らの判例は、

救済を肯認する理論である自然水流の原則をあえて持ち出すことな く、水利用

が不合理であるか否か という合理性の基準を用いて法的救済を認容 している点

において、判断基準を水利用の合理性の有無に収敏させていると評価すること
fit)

ができよう。

沿岸権主義の骨組みは、すべての沿岸地所有者が流水の同等な利用権を有す

ることである。 この同等 な流水利用権の必然的結果 として、自然水流の原則が

導 き出されたのである。 したがって、沿岸権主義の核心部分である同等な利用

権の理念を忠実に反映させた法装置が、 自然水流の原則であると考えられる。

ところが、当該原則を厳格に解 し、一切の流水の減量 または妨害を許 さないと

すると,水 の有効利用 を完全に否定 して しまうことになる。そこで、沿岸地所

有者の水利用が合理的である場合には、それによって生 じる水量や水質の変化

を認めたのである。ゆえに、沿岸地所有者 による水の合理的利用を認容 した合

理的利用の原則は、同等な利用権の理念から距離 を置き、水の有効利用の実現

のために考案された法理であると指摘できるのである。そう考えると、自然水

流の原則は沿岸権主義の理念型 としての準則であ り、合理的利用の原則は当主

義の現実対応型 としてのルールであるといえよう。
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かかる性質をもつ両原則につき、現在では、ほ とんどの州において合理的利

用の概念が強調され、適用 されていることをもって、 自然水流の原則は合理的
G3)

利用の原則に全面的に変更されたと理解することも可能である。 しか し、自然

水流の原則は、沿岸権主義の理念型であるがゆえに、循環する水資源の本質に
　

繋が る思考形式であ り、合理的利用の原則の基底 に潜在 していると考えること
GS)

もで き るの で あ る。

4ニ ューサンスと沿岸権侵害の交錯

前述 したように、ニューサンス と沿岸権侵害は異なる法概念であることは確

かである。 しか しながら、両者には法理論的にTsな る部分が存在することも購

実である。

沿岸権は、水の排他的な所有を観念するものではな く、沿岸地の所有者がそ
fi(i)

こに流れている水を利用できる権利であるから、用益権的性格を有 している。

したがって、沿岸権を侵害する行為は、土地の利用 と享受を不合理に侵害する

ニューサンスでもある可能性がある。沿岸権の侵害は、一種の用益権の侵害で

あるから、土地の利用利益の侵害 という点においてニューサンス と性質上、重

複す るのである。

判例においても、沿岸権主義に関する自然水流 または合理的利用の概念 と、

プライベー ト・ニューサ ンスの法理を混合 して言及す るものがあ る。Cityof
　

Kewaneev.Otleyは 、 自然 水 流 と プ ライ ベ ー ト ・ニ ュ ー サ ンス の概 念 を混 合

(iH)

して'説述 している。すなわち、

「河川が流れる土地のすべての所有者は、水の利用 と享受に対する権限およ

び、障害物、分水 または悪影響なしに、自然かついつ もの(natura且and

accustomed)水 路における同一の水流を有する権限をもつ。 この権利は、

水量 と同様に水質についても敷術される。エクイティ裁判所は、プライベー

ト・ニューサンスの事案において差止命令(injunction)に よって明白か

つ確固 として定着された裁判所の法 と、障害物 または分水による水流に対

する権利侵害を差止命令によって防ぐための裁判所 の権限の一般的な行使

とが競合する裁判管轄を有する。(中 略)〔 自然の状態における水の利用 と
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享受に対する〕その権利の侵害 または奪取は、そのために差止命令が発せ

られるであろうくらい回復不能な権利侵害である。(中 略)ニ ューサンスが

健康 を損ねた り、あるいは居住の快適性を減損させ る場合には、 コモン ・

ローの訴訟では適切な法的救済がなされず、被害者は差止命令によって保
69)

護 される権限が付与 されるのである。」
アの

また 、Petersonv.CityofSantaRosaも 、 水 質 に つ い て 沿 岸 権 主 義 の も

とで の 水 量 の 扱 い と同 次 元 で 対 処 す る こ とを 強 調 し、 実 質 的 な水 質 の 減 損 を

ニ ュー サ ン ス と解 す る と判 示 す る。 す な わ ち 、

「沿 岸 地 所 有 者 と して の 権 利 は 、 そ の 土 地 上 の 水 流 に つ き通 常 の 量 の 水 を有

す る の み な らず 、流 れ る水 の 自然 な 清 浄 性(naturalpurity)を も有 す る

の で あ る。 そ して 、 生 活 の通 常 の 目的 の た め に水 の 価 値 を 実 質 的 に 減 損 さ

せ 、 家 庭 用 の 目的 の た め に 相 当 に璽 大 な 不 適 合 とな る よ うな 被 告 に よ る水

流 の 汚 濁 は、訴 訟 を基 礎 づ け るに足 るニ ュ ーサ ンス(actionablenuisance)
アけ

な の で あ る。」

一 方
、 沿 岸 権 主 義 に関 す る合 理 的 利用 の 原 則 と プ ラ イ ベ ー ト ・ニ ュ ー サ ンス

72)

との 混 合 に つ い て も、 比 較 的 多 く散 見 され る。 た とえ ば 、AlabamaConsol.
　

Coal&lrOnCO.V.TUrnerは 、つぎのように論述す る。

「自然に流れないくらい実質的に水量が減少する何 らかの分水もしくは妨害、

または水流の清浄性を本質的に減損させ、灌概、機械装置の原動力もしく

は家庭用のための消費のように流水が通常利用 される合理的かつ妥当な目

的のための水利用 を妨げる程度に水を汚濁す ることは、水が流れ る土地の

所有者の権利に対する侵害であり、被害者が回復の権限を与えられるニュー
　

サ ンスを構成するのである。」

合理的利用 とニューサンス概念 との混合事例が少なくないのは、土地の利用

と享受を不合理に侵害 した場合に成立するニューサンスと、水利用が不合理で

あるか否か という合理性の基準によって沿岸権侵害の有無を判断する沿岸権主

義 とは、ニューサンスの成立 と権利侵害の判断のレベルにおいて類似の思考様

式が見受けられるか らであろう。

沿岸権主義に関する自然水流 または合理的利用の概念 と、ニューサ ンスの法

理 とを混合 して取 り扱 うことは、廃水排出の可否に関する判断に混乱を与える
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ことになるが、第2次 不法行為法 リステイ トメン ト(1979年)は これ らの混合

に影響を与えている。当リステイ トメント849条 は、ニューサンスを成立させる

水質汚濁は沿岸権の正当な行使ではないと規定する。 このように定 める法条の

射程は、水質汚濁がニューサ ンスを構成 していなかった場合にその汚染行為が

沿岸権を侵害することになるか否かという問題にまで及ぶものではない。:,.、

同リステイ トメントでは、847条 において廃水排出を沿岸地所有者の正当な水利

用 と解することを否定 している。かかるリステイ トメントの立場は、ニューサ

ンスの伝統的な事案ではないケースにおいて、沿岸権主義の もとで法的救済が
75)

なされている事実を認識 していないことを表 している。

沿岸権侵害 とニューサンス成立の璽複は、一定のケースの3_,_}実類型において

生 じる。たとえば、家庭用 または家畜用の水供給に影響を与える水質汚濁の事
76)

案である。 このような場合には、汚染行為によって沿岸地所有者の水利用が不

合理に侵害されるか ら、沿岸権の侵害 と解される。それと同時に、かかる水質

汚濁が住居における快適性 または利便性を害する場合には、住居が存在する土

地の利用 と享受を不合理に侵害すると解されるため、 プライベー ト・ニューサ

ンスが成立すると考えられる。 このような事実類型においては、沿岸権侵害 と
ア　

ニューサンスが両立 しうるということが、両概念の混合の主たる要因であろう。

これに対 して、家庭 ・家畜用の水の汚濁および汚染行為から生 じる悪奥に関

連 しない工業用水 に対する水質汚濁は、沿岸権の侵害であって、ニューサ ンス

は成立 しないと思われる。 このようにニューサンスは構成 しないが、沿岸地所

有者から水の合理的利用の機会を奪 う場合には、沿岸権の侵害のみが問題 とな
78)

るのである。

ニ ューサンスの法理は、家庭用 または家畜用の水の汚濁、住居や職場の周辺

での悪臭の発生および土壌の豊饒性の減損のような、伝統的にニューサンスと

捉えられてきた聖実類型に適用されるべきである。これに対 し沿岸権主義は、

ニューサンスの伝統的ケース以外のすべての事案に対 して適用 され ると考えら
ゆ

れるのである。

一定の事実類型における水質汚濁は、沿岸権 とニューサ ンスの双方の法理の

もとで取 り扱われることは疑 いない。 このことは、沿岸権侵害およびニューサ

ンス成立の両場面において廃水排出が制限されることを示 している。すなわち、
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沿岸地所有者が下流の水利用を不合理に侵害 しない場合および土地の利用 と享

受を不合理に侵害 しない場合にのみ、沿岸地所有者は廃水を排出することがで

きるといえよう。要するに、廃水排出によってニューサンスが成立 しない限 り、
xu)

沿岸地所有者は合理的範囲内において廃水を排出す ることができるのである。

5む すびにかえて

自然水流の原則は、流水の同等な利用権である沿岸権の理念を忠実に反映さ

せた法装置である。 ところが、当該原則を厳格に解すると、水の有効利用 を完

全に否定 して しまうことになりかねない。そこで、沿岸地所有者の水利用が合

理的である場合には、それによって生じる水量や水質の変化を認めたのである。

このような合理的利用の原則は、同等な利用権の理念か ら距離を置き、水の有

効利用を実現するために考案された法理である。 したがって、沿岸権主義の理

念型 としての自然水流の準則 と当主義の現実対応型 としての合理的利用の原則

との間には、一定の隔た りがあるのは当然のことである。

かかる性質をもつ両原則につき、現在では、ほとんどの州において合理的利

用の概念が強調され、適用されてきてはいるが、 これをもって自然水流の原則

が全面的に変更された と理解すべきかについては慎重な検討が必要であろう。

自然水流の原則は、沿岸権主義の理念型であるがゆえに、循環する水資源の

本質に繋がる思考形式であ り、合理的利用の原則の基底に潜在 していると解す

ることもできるのである。沿岸地所有者 による水利用に関する合理性の判断枠

組みは、自然水流の保全を基点に捉えられるべ きであり、水廓情が逼迫す るな

ど特別の事情が生 じた ときには、水流保全が優先 し、潜在 していた当原則が顕

在化することも、合理性の判断 として排除される理由はないであろう。さらに、

自然環境の保護の立場か ら、水循環を重視 した生態系保全の取 り組みにおいて

自然水流の原則が担う役割は無視で きないとも考 えられるのである。

沿岸権 は、流水の排他的支配権ではな く、沿岸地の所有者が流水 を利用でき

る権利であるから、用益権的性格を有 している。 したがって、沿岸権 を侵害す

る行為 は、土地の利用 と享受を不合理に侵害するニューサンスでもある可能性

がある。つまり、沿岸権の侵害は、一種の用益権の侵害であるがゆえに、土地
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の利用利益の侵害 という点においてニューサンスと性質上、重複するのである。

沿岸権侵害 とニューサンス成立の重R:1-L'は、一定のケースの事実類型において

生じる。たとえば、家庭用または家畜用の水供給に影響を与える水質汚濁の事

案である。 このような場合には、汚染行為によって沿岸地所有者の水利用が不

合理に侵害 されるか ら、沿岸権の侵害 と理解できる。それ と同時に、かか る水

質汚濁が住居における快適性または利便性を害する場合には、住居が存在する

土地の利用 と享受を不合理に侵害すると解されるため、プライベー ト・ニ ュー

サンスが成立すると考えられる。 このような事実類型においては、沿岸権侵害

とニューサ ンスが両立 しうるということが、両概念の混合の主たる要因であろ

う。

これに対 して、家庭 ・家畜用の水の汚濁および汚染行為か ら生 じる悪臭に関

連 しない工業用水に対する水質汚濁は、沿岸権の侵害であって、ニューサ ンス

は成立 しないと解され る。このようにニューサンスは構成 しないが、沿岸地所

有者から水の合理的利用の機会を奪 う場合には、沿岸権の侵害のみが問題 とな

るのである。

ニューサ ンスの法理は、家庭用または家畜用の水の汚濁、住居や職場の周辺

での悪臭の発生および土壌の豊饒性の減損の ような、伝統的にニューサンスと

捉えられてきた事実類型に適用されるべきである。これに対 し沿岸権主義は、

ニューサンスの伝統的ケース以外のすべての事案 に対 して適用 され ると解され

るのである。

このような考え方の特徴は、伝統的なニューサンスの事案ではないケースに

おいても沿岸権主義の もとで法的救済がなされ るところにある。ニューサンス

を生活妨害 と捕捉 し、それによる法的救済が認められなくても、沿岸権(=水
K>

利権)の 侵害 として救済 される点を看過 してはならない。 ここでは、財産権の

侵害 という理論構成で差止請求を認めることが明示されているのである。
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